
令和２(2020)年
10月13日(火)
第146号

令和２（2020）年10月13日　火曜日（869）

告 示
栃木県告示第544号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950800292 コペルプラス　
小山喜沢教室

小山市喜沢
1263-１エス
ペランサ喜沢
１階北号室

株式会社コペル 東京都渋谷区
神宮前４-２-
17

令 和 ２
（2020）年
10月１日

児童発達支
援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第545号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項に規定する指定障害児通所支援事業者から指定
通所支援の事業の廃止の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950400291 放課後クラブＡ
Ｉ　佐野駅前校

佐野市若松町
31マメゲンプ
ラザ２階

株式会社ＡＩ
コーポレーショ
ン

佐野市出流原
町514-１

令 和 ２
（2020）年
５月１日

放課後等デ
イサービス

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　○公共測量の実施
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　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省関東
地方整備局長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（道路管理）

２　作業地域
栃木県内の一部（直轄国道）

３　作業期間
令和２（2020）年10月９日から令和３（2021）年３月26日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、上都賀農業振興
事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定
により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
日光市薄井沢

３　作業期間
令和２（2020）年10月12日から令和３（2021）年３月19日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────


